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「公立学校施設整備費補助金（学校体育諸施設補助）等 
        に係る財産処分の承認等について（通知）」について 

 
 
 
 標記について、別添のとおり通知（令和４年８月８日付け４ス庁第 703 号「公立学校施
設整備費補助金（学校体育諸施設補助）等に係る財産処分の承認等について（通知）」）
を送付いたします。 
 今後の財産処分につきましては当該通知をご参照ください。当該通知の対象となる補助
金等は当付所管分に限ります。 
 なお、この度、財産処分の承認手続等の一層の弾力化及び明確化等を図ったところです
が、学校教育活動の円滑な実施及びスポーツの振興に寄与するという本事業の目的に鑑み、
学校体育諸施設や地域スポーツ施設の整備促進及び施設の適正な活用に御留意いただきま
すようお願いいたします。 
 
 

記 
 
 
【主な変更点】 
  １ 対象となる補助金の明確化 

当付の所管を明確化したこと。 
（１ 対象となる補助金） 

 
  ２ 押印廃止に伴う様式の修正 
   行政手続きの見直しを行い、報告様式より押印欄を廃止したこと。 
   （別紙様式１-１、別紙様式１-２） 
 

 

【本件連絡先】 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 

施設整備係 

Tel:03-5253-4111（内線：2672） 

mail:stiiki@mext.go.jp 


